
原則として、電子
開示システムによ
り届出する書類

書面又は電磁的方
法により提出する

書類

電子開示システムで
の届出によりWAM 
NET上で公開され

る書類

法人のホームページ
で公表する書類

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○ ※

○ ○
※社会福祉充実残額の算定
の根拠及び事業計画を除く

該
当
す
る

場
合 ○ ○

※ 報酬等の支給の基準の公表は、法第59条の2第1項第2号に該当する場合に、遅滞なく公表する

社会福祉充実計画（法第55条の2）
※ふじみ野市の承認が必要

報酬等の支給の基準（法45条の34第
１項第3号）

役員等名簿（法45条の34第１項第2
号）

財産目録（法45条の34第１項第1
号）

インターネットでの公表が必要な書類

現況報告書（事業の概要その他厚生
労働省令で定める事項を記載した書
類）（法第45条の34第1項第4号）

書類の種類

貸借対照表（法45条の27第2項）

計算書類（法45条の32第1項）

現況報告時にふじみ野市への提出及び公表が必要な書類

区分

収支計算書（法45条の27第2項）

計
算
書
類
等

（

法
5
9
条
第
1
号
）

財
産
目
録
等

（

法
5
9
条
第
2
号
）

ふじみ野市への届出等が必要な書類

会計監査報告（法45条の32第1項）

監査報告（法45条の32第1項）

計算書類の附属明細書（法45条の32
第1項）

事業報告（法45条の32第1項）


